


 

（１）資格者証交付申請書（写真１枚を申請書の１枚目に貼付） 
◆同封の複写式の交付申請書を使用し、次ページの記入例に従い交付申請書を作成してください。 
※3枚複写のうち、支部への窓口申請の場合は３枚全てを提出、郵送申請の場合は上２枚を提出してください。（3枚目は申請者保管） 

（２）建設業許可の通知書のコピー、又は建設業許可証明書のコピー 
◆建設業許可を更新中の場合は、建設業許可の通知書（有効期間満了）のコピーと以下の書類も併せて提出してください。 
①許可行政庁の受付印のある許可申請書（控）のコピー 
◆建設業許可を取得後に「社名変更」を行った場合は、建設業許可の通知書（旧社名）のコピーと以下の書類も併せて提出してください。 
②許可行政庁の受付印のある変更届出書のコピー 

（３）建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類 
◆次の①、②、③、④のいずれかの書類が必要です。（別紙１参照） 
①所属建設業者名の記載のある健康保険被保険者証のコピー 
②所属建設業者名の記載のない健康保険被保険者証のコピーと保険者発行の「被保険者である証明書」のコピー 
※国民健康保険組合の被保険者証で健康保険の適用除外承認を受けている場合は、「被保険者である証明書」のコピーに代えて、 「健康保険被
保険者適用除外承認証（又は年金事務所の印がある健康保険被保険者適用除外承認申請書）」のコピーでも可。 

③住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）のコピー 
④健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書（又は資格取得確認）のコピー 

（４）監理技術者資格者証（原本）（窓口申請のみ必要で、郵送申請の場合は不要） 
※紛失等の場合は不要です。 

（５）監理技術者資格者証の表・裏のコピー 
※紛失等の場合は不要です。 

（６）交付等手数料払込受付証明書を貼った振替払込受付証明書提出用台紙   【機械振込不可】 
※同封の振込用紙により郵便局等の金融機関の窓口で払い込み、同封の振替払込受付証明書提出用台紙に貼ってください。 
※交付等手数料は、７，６００円（非課税）です。 

（７）資格者証送付用封筒 （同封の「簡易書留」と書かれた長３封筒） 
※簡易書留郵便でお届けします。 
申請者の氏名及び住所（または勤務先など、資格者証を確実に受け取れる送付先）を記入してください。 

（８）「監理技術者講習修了履歴ラベル」の拡大コピー、又は「監理技術者講習受講証明書」のコピー 
※交付申請書に監理技術者講習修了履歴を記入し、その講習の修了から２か月を経過していない方が対象です。  

（９）戸籍謄本のコピー、又は戸籍抄本のコピー 
※資格者証の氏名に変更がある方が対象で、申請前６カ月以内のものであること。 

「再発行申請」は、交付から５年間有効な新たな資格者証を交付するた
め、交付に必要なすべての書類を提出してください。 

【提出対象条件】 
◎（１）、（５）、（６）、（７）は、すべての方が対象です。 
◎（２）、（３）は、建設業者に所属している方が対象です。 
◎（４）、（８）、（９）は、各条件に該当する方が対象です。 
◎住民票の提出については、住民基本台帳ネットワークの確認により代替していますが、確認できない場合は、
改めて書類を提出いただく場合があります。 

◎旧姓併記については、住民票（住民基本台帳ネットワーク）による確認に変わりましたので、併記を希望さ
れる方は住民票に登録したうえで申請してください。 
既に旧姓を併記され、引き続き併記を希望する場合であっても、住民票への登録がない場
合は、旧姓併記することはできませんのでご注意ください。 
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